
 

 

 

福祉拠点運営業務実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，函館市（以下「市」という。）が設置する福祉拠点

の運営に関し，必要な事項を定めることを目的とする。  

（定義） 

第２条 この要綱において，「福祉拠点」とは，介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン

ターおよび生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第５条

第１項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関（以下

「自立相談支援機関」という。）を一体的に運営する機関をいう。 

２ この要綱において，「地域包括支援センター運営業務（以下「センタ

ー運営業務」という。）とは，介護保険法第１１５条の４６第１項に規

定する地域包括支援センターが行う業務をいう。 

３ この要綱において，「自立相談支援機関業務」とは，生活困窮者自立

支援法第５条第１項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。 

４ この要綱において，「生活困窮者」とは，就労の状況，心身の状況，

地域社会との関係性その他の事情により，現に経済的に困窮し，最低限

度の生活を維持することができなくなるおそれがある者をいう。 

（運営の基準） 

第３条 福祉拠点の運営については，この要綱の定めによるほか，介護保

険法，介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号），生活困窮

者自立支援法，生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省

令第１６号）および函館市地域包括支援センターにおける包括的支援

事業の実施に必要な基準を定める条例（平成２７年函館市条例第２８

号。以下「包括的支援事業実施基準条例」という。）によるものとする。 

（事業の委託） 

第４条 市は，第１２条各号に掲げる事業および業務を，適切，公正，

中立かつ効率的に実施することができると認めた社会福祉法人または

医療法人へ委託するものとし，当該委託を受けた者（以下「受託法



 

 

 

人」という。）は，第６条に定める担当圏域に福祉拠点を設置し，運

営するものとする。  

２ 市は，センター運営業務の委託にあたっては，介護保険法施行規則

第１４０条の６７の２に規定する実施方針を受託法人に示し，市と受

託法人がそれぞれの役割を理解しながら，一体的な運営を行うことが

できるよう体制整備を図るものとする。  

（施設の名称）  

第５条 福祉拠点の施設の名称は，「函館市地域包括支援センター〇〇

〇〇」とし，市と受託法人で協議のうえ決定するものとする。  

（担当圏域） 

第６条 福祉拠点は，日常生活圏域（介護保険法第１１７条第２項第１号

の規定により市が定める区域をいう。）ごとに設置するものとし，福祉

拠点の担当圏域は，別表１のとおりとする。  

（営業日および営業時間）  

第７条 福祉拠点の営業日および営業時間は，市役所の開庁日および開

庁時間に準じるものとする。ただし，センター運営業務の実施にあたっ

ては，営業時間外も電話等により緊急時に対応可能な連絡体制を確保

するものとする。  

（職員配置）  

第８条 福祉拠点には，センター運営業務の実施にあたって，次に掲げる

職員を常勤かつ専任で配置するものとし，その配置基準は，別表２のと

おりとする。ただし，包括的支援事業実施基準条例第４条第１項の規定

により常勤換算方法によることができる場合であって職員を常勤換算

方法により配置する場合には，別表第２中「常勤・専任」とあるのは「常

勤換算」と読み替えるものとする。 

(1) 保健師その他これに準ずる者 

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 

(3) 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１

号イ(３)に規定する主任介護支援専門員（介護保険法施行規則の一

部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第４８号）附則第２条の



 

 

 

規定により同号イ(３)に規定する主任介護支援専門員に該当するこ

ととなる者を含む。）をいう。）その他これに準ずる者 

(4)  事務職員 

２ 前項各号に掲げる職員のほか，センター運営業務の実施にあたっ

て，介護支援専門員を配置することができる。 

３ 福祉拠点には，自立相談支援機関業務の実施にあたって，次に掲げ

るいずれかの職種を常勤かつ専任で配置するものとし，その配置基準

は，別表２のとおりとする。 

(1) 主任相談支援員 

  ア 社会福祉士 

  イ 精神保健福祉士 

  ウ 保健師 

(2) 相談支援員兼就労支援員 

  ア 社会福祉士，精神保健福祉士，保健師，介護支援専門員，キャリ

アコンサルタント，産業カウンセラーのいずれかの資格を有する

者 

  イ 社会福祉主事で社会福祉士の資格取得の意向のある者 

  ウ 介護福祉士で介護支援専門員の資格取得の意向のある者 

  エ 自立相談支援機関で相談支援業務に１年以上従事した経験のあ

る者 

  オ その他の相談支援機関で相談支援業務に３年以上従事した経験

のある者 

（研修） 

第９条 前条第３項に掲げる職員は，次に掲げる研修を受講するものと

する。 

(1) 国および道が主催する生活困窮者自立支援制度人材養成研修 

(2) 市が実施する生活困窮者自立支援制度人材養成研修 

（利用対象者） 

第10条 センター運営業務の利用対象者は，市内に住所を有するおおむ  

ね６５歳以上の高齢者とその家族（親族および介護者を含む），地域



 

 

 

福祉関係者および介護保険サービス事業者等とする。  

２ 自立相談支援機関業務の利用対象者は，市内に住所または現在地を

有する生活困窮者とその家族（親族を含む），地域福祉関係者および

関係機関とする。  

（利用料） 

第11条 福祉拠点の利用料は，原則として無料とする。  

（業務の内容） 

第12条 福祉拠点は，次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) センター運営業務 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業  

   (ｱ) 介護予防ケアマネジメント業務（第１号介護予防支援事業）

（介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ニ）  

   イ 包括的支援事業  

(ｱ) 総合相談支援業務（介護保険法第１１５条の４５第２項第１  

号） 

(ｲ) 権利擁護業務（介護保険法第１１５条の４５第２項第２号）  

(ｳ) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（介護保険法第  

１１５条の４５第２項第３号）  

(ｴ) 生活支援体制整備事業（介護保険法第１１５条の４５第２項

第５号） 

(ｵ) 認知症総合支援事業（介護保険法第１１５条の４５第２項第

６号）  

(ｶ) 地域ケア会議推進事業（介護保険法第１１５条の４８）  

ウ 任意事業 

    (ｱ) 住宅改修支援事業（介護保険法第１１５条の４５第３項第３

号）  

(2) 自立相談支援機関業務 

  ア 包括的・継続的支援 

  イ アウトリーチ支援 

  ウ 地域の情報共有機能の充実，社会資源開発の推進 



 

 

 

  エ 住居確保給付金の相談，申請受付および受給中の相談，指導， 

助言 

（ブランチ）  

第13条 第６条の担当圏域のうち東部圏域に福祉拠点を設置する受託法

人は，地域住民の利便性を確保するため，第１０条第１項の利用対象

者からの相談をセンター運営業務の総合相談につなげるなど一般相談

業務を行うブランチを設置するものとする。  

２ ブランチには，次に掲げるいずれかの職員を常勤で配置するものと

し，その配置基準は別表２のとおりとする。 

(1)  看護師（准看護師を含む。） 

(2) 介護福祉士 

(3)  介護支援専門員 

(4)  社会福祉主事任用資格を有する者  

３ 第７条，第１１条および第１６条の規定は，ブランチの運営につい

て準用する。 

（委託料）  

第14条 市は，受託法人に対し，予算の範囲内で委託料を支払うものと

する。  

（秘密の保持）  

第15条 受託法人の役員もしくはその職員またはこれらの職にあった者

は，利用者等の個人情報の保護に万全を期するとともに，正当な理由

なしに，その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（公正・中立性の確保）  

第16条 福祉拠点は，公益的な機関として，公正で中立性の高い事業運

営を行わなければならない。  

２ 市および福祉拠点は，前項に定める公正および中立性の確保のため , 

函館市地域包括支援センター運営協議会の意見を尊重しなければなら

ない。  

（指定介護予防支援事業）  

第17条 受託法人は，介護保険法第１１５条の２２の規定により指定介



 

 

 

護予防支援事業者の指定を受け，第１２条第１項第１号に掲げる業務

と一体的に，指定介護予防支援事業を行うものとする。  

２ 前項の指定介護予防支援事業の実施に係る基準その他必要な事項は , 

介護保険法，介護保険法施行規則および函館市指定介護予防支援等の

事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２７年  

函館市条例第２５号）その他関係法令の定めるところによる。  

（補則）  

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

附 則 

 この要綱は，令和３年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

 


